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 解 説  

 

１．撤退前の検討事項 

インドネシアに設立した海外現地法人を清算して完全に撤退するには、最短でも１

年、場合によっては５年以上かかるケースもあるようです。 

はじめに把握しておくべきこととして、①事業面、②会計・税務面、③法務・労務

面が挙げられます。①の事業面ですが、企業として現地で様々な企業との間で取引を

行ってきたことから、債権・債務関係の把握、これまで供給してきた納入先の調達先

支援などを考える必要があります。②の会計・税務面では、清算までの会計処理、予

想される税負担が検討事項となります。③は従業員の処遇が大きなものとして挙げら

れます。 

   

２．撤退手続きと流れ 

 (1) 法務面の手続き 

 具体的な撤退の流れは次の通りです。 

① 株主総会の開催（解散決議、清算人・管財人の任命） 

 インドネシアの会社法によれば、解散は株主総会（通常・臨時）において議決権

ベースで４分の３以上を持つ株主が出席し、かつ議決権ベースで出席者の４分の３

以上の賛成が必要です。 

 清算人については通常企業の役員が任命されます。この際に弁護士やコンサルタ

ントへ委任することが可能です。 

② 解散を決議した株主総会議事録に基づき定款を公証人（Notaris）が作成 

③ 新聞での解散告知 

 全国紙（Kompass 等）および官報に、企業の解散が株主総会で決議されたことを

解散日から 30 日以内に掲載しなければなりません。ここで債権者に対し、当該 

Ｑ． 

 当社はインドネシアに製造拠点を設けていましたが、今般、清算による撤退

を検討しています。どのような流れになるのか教えてください。（製造業） 

 

Ａ 

 撤退については、法務面、税務面、労務面の事項に同時に対処していく必要が

あります。最短でも１年以上の時間がかかると言われ、長期化すると５年以上

になる場合もあるようです。高度な専門知識が必要な手続きであるため、コン

サルティング会社の利用が勧められます。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/42_Indonesia_Withdrawal.pdf

